
別表７（第 20条関係） 
勤務時間外及び休日の連絡体系 

 
 
 

火
災
発
見
者 

通報 

連絡 

①近くの火災報知機のボタンを押す 

②消防署に通報する 

③警備会社に連絡する 

④初期消火にあたる 

連絡 

警備会社 
綜合警備 
保障(株) 

(281-5076) 

消防署 
(119 番) 

通報 

連絡 

大学 
警備員室 
(内 478) 

連絡 

緊急連絡者 
（   ） 

防火管理者 
（副校長） 

校長 
附属学校室長 

附属学校 
各職員 

連絡 

緊急連絡網 
により連絡 

大学事務局 
連絡 


